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新庄市農業委員会 

 

 

新庄市農業委員会総会（令和４年３月）議事録 

 

１．開催日時  令和４年３月２５日（金）午前１０時 

 

２．開催場所         新庄市民プラザ 小ホール 

 

３．出席委員（１７名） 

 １番 浅沼 玲子           ２番 笹  行也 

３番 清水 哲夫           ４番 間  真一 

５番 田宮 成彦           ６番 丹   茂 

８番 五十嵐 成生          ９番 佐藤 啓右 

１０番 齋藤 謙二          １１番 指村 貞芳 

１２番 三原 康志          １３番 髙山 光弥 

１４番 森  良一          １６番 下山 秀一 

１７番 星川 秀男          １８番 佐藤 喜代志 

１９番 早坂 浩樹 

 

４．欠席した委員（２名） 

７番 星川  豊           １５番 星川 吉和 
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５．議事日程 

  日程第 １ 議事録署名委員及び会議書記指名 

  日程第 ２ 議案第 ７４ 号 農地法第３条の規定による許可申請について 

  日程第 ３ 議案第 ７５ 号 農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第 ４ 議案第 ７６ 号 農用地利用集積計画について 

日程第 ５ 議案第 ７７ 号 農用地利用配分計画案に対する意見について 

日程第 ６ 報告第 ６０ 号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

日程第 ７ 報告第 ６１ 号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程第 ８ 報告第 ６２ 号 農業者年金に関する裁定請求書等の確認について 

 

６．出席した事務局職員 

   事務局長  横山  浩            主  査  早坂 和弥 

主  事  結城 美緒 

 

７．総会議長 

  浅沼 玲子 

 

８．会議の概要 

 

○議長 

 それでは、これより令和３年度新庄市農業委員会第２２回総会を開催いたします。総会

に入る前に事務局より出席の確認をお願いします。 

 

○事務局長 

現在の出席委員は１７名です。欠席通告者は７番星川豊委員、１５番星川吉和の２名で

す。従いまして、現に在任する委員の出席者が過半数を上回っておりますので、農業委員

会等に関する法律第２７条第３項の規定により、本第２２回総会が成立していることをご

報告申し上げます。 

それでは会長に議長をお願いいたします。 

 

○議長 

 それではこれより議事に入ります。まず日程第１の議事録署名委員及び会議書記の指名

を行います。慣例によりまして議長から指名させていただくことにご異議ございませんか。 

 

＜「異議なし」という者あり＞ 

 

○議長 

 ご異議ないようですので、議事録署名委員に３番清水哲夫委員と１２番三原康志委員の
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両名にお願いいたします。なお、本日の会議書記には事務局職員の早坂和弥さんと結城美

緒さんを指名いたします。以上で日程第１を終わります。 

 

○議長 

次に日程第２、議案第７４号農地法第３条の規定による許可申請についてを上程します。 

ここで、髙山光弥委員が関係委員となっておりますので、農業委員会法等に関する法律

第３１号の規定により退席いたします。 

暫時休暇します。 

 

   （髙山光弥委員退席） 

 

○議長 

休憩を解いて再開いたします。 

 それでは、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

○事務局 

 議案第７４号農地法第３条の規定による許可申請につきまして、新庄地区４件、稲舟地

区７件、萩野地区３件、八向地区６件、計２０件ご提案申し上げます。 

（議案書を基に申請内容を説明。） 

なお、農地法第３条第２項各号の審査基準には該当しないため、許可要件を満たしてい

ると考えます。 

ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

〇議長 

ただいまの提案に関連して、担当委員の方から現地調査の結果について報告お願いしま

す。それでは、新庄地区１番について調査報告をお願いします。 

 

○９番 

 新庄地区１番につきまして、３月１７日に調査確認いたしました。賃借について双方合

意しており、問題ないと判断いたしましたので、宜しくお願いします。 

 

○議長 

 次に、新庄地区２番について調査報告をお願いします。 

 

○１２番 

 新庄地区２番につきまして、３月１８日に調査確認いたしました。この案件は、以前の

借人が離農したため、以前の借人の紹介で、貸人と同じ集落の方が、新たな借人となりま

す。借賃も双方合意しており、問題ないと判断いたしましたので、宜しくお願いします。 
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○議長 

 次に、新庄地区３番について調査報告をお願いします。 

 

○９番 

 新庄地区３番につきまして、３月２２日に調査確認いたしました。対価について双方合

意しており、問題ないと判断いたしましたので、宜しくお願いします。 

 

○議長 

 次に、新庄地区４番について調査報告をお願いします。 

 

○９番 

 新庄地区４番につきまして、３月２２日に調査確認いたしました。借賃について双方合

意しており、問題ないと判断いたしましたので、宜しくお願いします。 

 

○議長 

 続いて、稲舟地区１番について調査報告をお願いします。 

 

○１６番 

 稲舟地区１番につきまして、３月１８日に調査確認いたしました。貸人は、機械の故障

により農業継続が出来なくなったため、近所の借人に耕作を依頼したところ引き受けるこ

ととなりました。双方合意でありますので、問題ないと判断いたしました。宜しくお願い

します。 

 

○議長 

 次に、稲舟地区２番について調査報告をお願いします。 

 

○４番 

稲舟地区２番につきまして、３月１８日に調査確認いたしました。貸人の体調不良、並

びに後継者の体調不良がございましたので、近所の借人に耕作を依頼したところ引き受け

ることとなりました。双方合意でありますので、問題ないと判断いたしました。宜しくお

願いします。 

 

○議長 

 次に、稲舟地区３番について調査報告をお願いします。 

 

○４番 

 稲舟地区３番につきまして、３月１８日に調査確認いたしました。貸人の農作業小屋の
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火災により、農機具全般を焼失したことと高齢であることにより、近所の借人に耕作を依

頼したところ引き受けることとなりました。双方合意でありますので、問題ないと判断い

たしましたので、宜しくお願いします。 

 

○議長 

 次に、稲舟地区４番について調査報告をお願いします。 

 

○１６番 

 稲舟地区４番につきまして、３月１８日に調査確認いたしました。借賃につきましては

双方合意しております。問題ないと判断いたしましたので、宜しくお願いします。 

 

○議長 

 次に、稲舟地区５番について調査報告をお願いします。 

 

○１６番 

 稲舟地区５番につきまして、３月１８日に調査確認いたしました。以前から借人の家族

が耕作していた農地を今回正式に賃貸借契約するという案件です。双方合意しております。

問題ないと判断いたしましたので、宜しくお願いします。 

 

○議長 

 次に、稲舟地区６番について調査報告をお願いします。 

 

○１６番 

 稲舟地区６番につきまして、３月１８日に調査確認いたしました。以前から借人の家族

が耕作していた農地を今回正式に賃貸借契約するという案件です。双方合意しております。

問題ないと判断いたしましたので、宜しくお願いします。 

 

○議長 

 次に、稲舟地区７番について調査報告をお願いします。 

 

○１６番 

 稲舟地区７番につきまして、３月１８日に調査確認いたしました。以前から借人の家族

が耕作していた農地を今回正式に賃貸借契約するという案件です。双方合意しております。

問題ないと判断いたしましたので、宜しくお願いします。 

 

○議長 

 続いて、萩野地区１番について調査報告をお願いします。 
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○１０番 

 萩野地区１番につきまして、３月２１日に調査確認いたしました。対価につきましては、

双方合意しております。問題ないと判断いたしました。宜しくお願いします。 

 

○議長 

 次に、萩野地区２番について調査報告をお願いします。 

 

○１０番 

 萩野地区２番につきまして、３月２１日に調査確認いたしました。同一世帯であるため

問題ないと判断いたしました。宜しくお願いします。 

 

○議長 

 次に、萩野地区３番について調査報告をお願いします。 

 

○１０番 

 萩野地区３番につきまして、３月１８日に調査確認いたしました。親子間の贈与であり

問題ないと判断いたしました。宜しくお願いします。 

 

○議長 

 続いて、八向地区１番について調査報告をお願いします。 

 

○３番 

 八向地区１番につきまして、３月１８日に調査確認いたしました。以前から借人の家族

が耕作していた農地を今回正式に賃貸借契約するという案件です。借賃も双方合意してお

ります。なお、改良区費、水代は貸人が負担するとのことです。問題ないと判断いたしま

したので、宜しくお願いします。 

 

○議長 

 次に、八向地区２番について調査報告をお願いします。 

 

○３番 

 八向地区２番につきまして、３月１８日に調査確認いたしました。以前から借人の家族

が耕作していた農地を今回正式に賃貸借契約するという案件です。借賃も双方合意してお

ります。なお、改良区費、水代は貸人が負担するとのことです。問題ないと判断いたしま

したので、宜しくお願いします。 

 

○議長 

 次に、八向地区３番について調査報告をお願いします。 
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○３番 

 八向地区３番につきまして、３月１８日に調査確認いたしました。以前から借人の家族

が耕作していた農地を今回正式に賃貸借契約するという案件です。借賃も双方合意してお

ります。なお、改良区費、水代は貸人が負担するとのことです。問題ないと判断いたしま

したので、宜しくお願いします。 

 

○議長 

 次に、八向地区４番について調査報告をお願いします。 

 

○５番 

 八向地区４番につきまして、３月１９日に調査確認いたしました。貸人が高齢であるた

め、離農を希望しておりました。当該農地近隣で耕作を行っている借人に依頼したところ、

双方合意に至ったそうです。問題ないと判断いたしましたので、宜しくお願いします。 

 

○議長 

 次に、八向地区５番について調査報告をお願いします。 

 

○５番 

 八向地区５番につきまして、３月１９日に調査確認いたしました。貸人が高齢であるた

め、離農を希望しておりました。当該農地近隣で耕作を行っている借人に依頼したところ、

双方合意に至ったそうです。問題ないと判断いたしましたので、宜しくお願いします。 

 

○議長 

 次に、八向地区６番について調査報告をお願いします。 

 

○５番 

 八向地区６番につきまして、３月１９日に調査確認いたしました。貸人が高齢であるた

め、離農を希望しておりました。当該農地近隣で耕作を行っている借人に依頼したところ、

双方合意に至ったそうです。問題ないと判断いたしましたので、宜しくお願いします。 

 

○議長 

 ご苦労様でした。これより質疑に入ります。ただいまの調査報告について質疑ございま

せんか。 

 

＜「質疑なし」という者あり＞ 
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○議長 

 質疑なしと認めます。それでは、お諮りいたします。議案第７４号農地法第３条の規定

による許可申請については、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

 

＜「異議なし」という者あり＞ 

 

○議長 

 異議なしと認めます。よって、議案第７４号農地法第３条の規定による許可申請につい

ては、原案のとおり可決、決定されました。 

ここで、退席委員の入場を認めます。 

 暫時休暇します。 

 

    （髙山光弥委員入場・着席） 

 

○議長 

休憩を解いて再開いたします。 

 次に日程第３、議案第７５号農地法第５条の規定による許可申請についてを上程いたし

ます。それでは、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

○事務局 

 議案第７５号農地法第５条の規定による許可申請について、新庄地区２件、萩野地区２

件、計４件ご提案申し上げます。 

（議案書を基に申請内容を説明。） 

ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

〇議長 

ただいまの提案に関連して、担当委員の方から現地調査の結果について、報告をお願い

します。それでは、新庄地区１番について調査報告をお願いします。 

 

○１４番 

 新庄地区１番につきまして、３月１９日に調査確認しました。この案件は、貸資材置き

場としての所有権移転であり、双方合意しておりますので、問題ないと判断しましたので、

宜しくお願いします。 

 

○議長 

 次に、新庄地区２番について調査報告をお願いします。 
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○１７番 

 新庄地区２番につきまして、３月１７日に調査確認いたしました。第２１回総会議案第

７２号で、転用許可申請について可決・決定した案件の隣接地の転用許可申請です。問題

ないと判断いたしましたので、宜しくお願いします。 

 

○議長 

 続いて、萩野地区１番について調査報告をお願いします。 

 

○１０番 

 萩野地区１番につきまして、３月１８日に調査確認しました。事由は、事務局説明のと

おりで問題無いと判断しましたので、宜しくお願いします。なお泉田川土地改良区に掘削

深の厳守と安全点検パトロールをお願いしました。宜しくお願いします。 

 

○議長 

 次に、萩野地区２番について調査報告をお願いします。 

 

○１０番 

 萩野地区２番につきまして、３月１８日に調査確認しました。事由は、事務局説明のと

おりで問題無いと判断しましたので、宜しくお願いします。なお泉田川土地改良区に掘削

深の厳守と安全点検パトロールをお願いしました。宜しくお願いします。 

 

○議長 

 ご苦労様でした。これより質疑に入ります。ただいまの調査報告について質疑ございま

せんか。 

 

＜「質疑なし」という者あり＞ 

 

○議長 

 質疑なしと認めます。それでは、お諮りいたします。議案第７５号農地法第５条の規定

による許可申請については、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

 

＜「異議なし」という者あり＞ 

 

○議長 

 はい、ご異議なしと認めます。よって、議案第７５号農地法第５条の規定による許可申

請については、原案のとおり可決、決定されました。 
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○議長 

次に日程第４、議案第７６号農用地利用集積計画についてを上程いたします。 

 ここで、五十嵐成生委員が関係委員となっておりますので、農業委員会法等に関する

法律第３１条の規定により退席いたします。 

暫時休暇します。 

 

   （五十嵐成生委員退席） 

 

○議長 

休憩を解いて再開いたします。 

 それでは、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

○事務局 

 議案第７３号農用地利用集積計画につきまして、新庄地区２１件、稲舟地区３件、萩野

地区１３件、八向地区２件、計３９件ございます。議案書に基づきご説明いたします。 

 （議案書を基に計画内容を説明） 

 ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

〇議長 

 ご苦労様でした。それでは、これより質疑に入ります。ただいま事務局より説明のあり

ました所有権移転７件、賃借権設定、新規２８件、再設定４件について質疑ございません

か。 

 

＜「質疑なし」という者あり＞ 

 

○議長 

 質疑なしと認めます。それではお諮りいたします。議案第７６号農用地利用集積計画に

ついては、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

 

＜「異議なし」という者あり＞ 

 

○議長 

 異議なしと認めます。よって、議案第７６号農用地利用集積計画については、原案のと

おり可決、決定されました。 

ここで、退席委員の入場を認めます。 

 暫時休暇します。 

 

    （五十嵐成生委員入場・着席） 
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○議長 

次に日程第５、議案第７７号農用地利用配分計画案に対する意見についてを上程します。 

ここで、星川秀男委員が関係委員となっておりますので、農業委員会法等に関する法律第

３１条の規定により退席いたします。 

暫時休暇します。 

 

   （星川秀男委員退席） 

 

○議長 

休憩を解いて再開いたします。 

 それでは、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

○事務局 

 議案第７７号農用地利用配分計画案に対する意見につきまして、新庄地区４件ございま

す。議案書に基づきご説明いたします。 

 （議案書を基に計画内容を説明） 

 ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

〇議長 

 どうもご苦労様でした。それでは、これより質疑に入ります。ただいま事務局より説明

のありました農用地利用配分計画案に対する意見について質疑ございませんか。 

 

＜質疑なしというものあり＞ 

 

○議長 

 無いようですので、それではお諮りいたします。議案第７７号農用地利用配分計画案に

対する意見については、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

 

＜異議なしというものあり＞ 

○議長 

 異議なしと認めます。よって、議案第７７号農用地利用配分計画案に対する意見につい

ては、原案のとおり可決決定されました。 

 

ここで、退席委員の入場を認めます。 

 暫時休暇します。 
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    （星川秀男委員入場・着席） 

 

○議長 

休憩を解いて再開いたします。 

それでは報告案件に入ります。 

 次に日程第６、報告第６０号農地法第３条の３第１項の規定による届出についてを上程

します。事務局より説明をお願いします。 

 

○事務局 

報告第６０号農地法第３条の３第１項の規定による届出につきまして、稲舟地区５件、

萩野地区３件、計８件ございます。議案書に基づきご報告いたします。 

（議案書を基に報告内容を説明） 

 

〇議長 

 ただいまの報告第６０号農地法第３条の３第１項の規定による届出について、質疑ござ

いませんか。 

 

＜「質疑なし」という者あり＞ 

 

○議長 

質疑なしと認めます。よって、報告第６０号農地法第３条の３第１項の規定による届出

については、原案のとおり可決、承認されました。 

 

〇議長 

次に日程第７、報告第６１号農地法第１８条第６項の規定による通知についてを上程い

たします。事務局より説明をお願いいたします。 

 

〇事務局 

 報告第６１号農地法第１８条第６項の規定による通知につきまして、新庄地区５件、稲

舟地区１件、萩野地区６件、計１２件ございます。議案書に基づきご報告いたします。 

 （議案書を基に報告内容を説明） 

 

〇議長 

 ただいまの報告第６１号農地法第１８条第６項の規定による通知について、質疑ござい

ませんか。 

 

    ＜「質疑なし」という者あり＞ 

 



１３ 

 

〇議長 

 質疑なしと認めます。よって、報告第６１号農地法第１８条第６項の規定による通知に

ついては、原案の通り可決、承認されました。 

 

〇議長 

次に日程第８、報告第６２号農業者年金に関する裁定請求書等の確認についてを上程いた

します。事務局より説明をお願いいたします。 

 

〇事務局 

 報告第６２号農業者年金に関する裁定請求書等の確認について、萩野地区１件ございま

す。議案書に基づきご報告いたします。 

 （議案書を基に、報告内容を説明） 

 

〇議長 

 ただいまの報告第６２号農業者年金に関する裁定請求書等の確認について、質疑ござい

ませんか。 

 

    ＜質疑なしというものあり＞ 

 

〇議長 

 質疑なしと認めます。よって、報告第６２号農業者年金に関する裁定請求書等の確認に

ついては、原案の通り可決承認されました。 

 

 

〇議長 

以上で、本日の議案の審議並びに報告事項は全て終了いたしました。 

これで、新庄市農業委員会第２２回総会を閉会いたします。 
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本総会議事録は、新庄市農業委員会会議規則第１８条の規定によりこれを作成し、その

次第に相違ないことを証明するため茲に署名する。 

 

令和４年３月２５日 
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